
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
宮
城
県
議
会
臨
時
会
の
招
集 

（
財　

政　

課
）　

　

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く

　

漁
業
共
済
に
係
る
加
入
区
の
設
定
）
の
一
部
改
正 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　

　

二

〇
昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部

　

改
正 

（
農
業
振
興
課
）　

　

三

〇
平
成
二
十
三
年
に
お
け
る
主
要
農
作
物
の
原
種
の
価
格 

（
農
産
園
芸
環
境
課
）　

　

三

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了 

（
農
村
振
興
課
）　

　

三

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　

　

三

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

三

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
に
つ
い
て
の
届
出 

（
都
市
計
画
課
）　

　

四

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

五

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
六
号

　

次
の
事
件
の
た
め
、
平
成
二
十
三
年
八
月
十
九
日
、
宮
城
県
議
会
臨
時
会
を
仙
台
市
に
招
集
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

平
成
二
十
三
年
度
宮
城
県
一
般
会
計
補
正
予
算

二　

東
日
本
大
震
災
復
興
基
金
条
例

三　

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
宮
城
ス
タ
ジ
ア
ム
改
修
工
事
）

四　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
）

五　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
交
通
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
）

六　

請
願
に
つ
い
て
（
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
伴
う
、
宮
城
県
の
子
ど
も
た
ち
が
安
全
に
暮
ら
せ

る
よ
う
に
情
報
の
公
開
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
七
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
さ
れ
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

せ
ん
だ
い
ア
ビ
リ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

渡
辺　

信
英

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
青
葉
区
国
見
一
丁
目
八
番
一
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
や
高
齢
者
、
子
ど
も
及
び
一
般
市
民
に
対
し
て
、
Ｉ
Ｔ
支

援
を
通
じ
た
情
報
技
術
の
修
得
な
ら
び
に
少
子
高
齢
化
社
会
に
対
処
す
る
た
め
の

福
祉
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
い
、
真
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
な
情
報
化
社
会
の
形
成

と
受
益
者
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
（
生
活
の
質
）
の
向
上
、
及
び
、
健
康
で
自
立
し
た
福
祉
社

会
の
一
員
と
し
て
の
意
識
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
三
年
八
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

（1）　 平成23年８月12日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2281号　　 
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事　
業　
所　
番　
号

〇
四
一
五
二
〇
〇
七
一
六

設　
置　
者　
名

株
式
会
社
ウ
イ
ン
グ

ル

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

変
更
前

就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
ウ
イ
ン

グ
ル
・
ヒ
ュ
ー
マ
ン
サ
ポ
ー

ト
宮
城
野

変
更
年
月
日

平
成
二
十
三
年

八
月
一
日



〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

　

平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
漁
業
共
済
に
係
る
加
入
区
の
設
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
表
中

「
 

を

 

 

」　

「
 

に

 

」　

第2281号　平成23年８月12日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

〇
四
一
五
五
〇
〇
七
四
三

株
式
会
社
ウ
イ
ン
グ

ル

変
更
後

変
更
前

変
更
後

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
五－

一－

二
十
三　

仙
台
Ｋ
ビ
ル

一
階

ウ
イ
ン
グ
ル
仙
台
宮
城
野
セ

ン
タ
ー

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
五－

一－

二
十
三　

仙
台
Ｋ
ビ
ル

一
階

就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
ウ
イ
ン

グ
ル
・
ヒ
ュ
ー
マ
ン
サ
ポ
ー

ト
泉
仙
台
市
泉
区
高
森
二－

一－

四
十　

二
十
一
世
紀
プ
ラ
ザ

研
究
セ
ン
タ
ー
三
階

ウ
イ
ン
グ
ル
仙
台
泉
セ
ン
タ

ー仙
台
市
泉
区
高
森
二－

一－

四
十　

二
十
一
世
紀
プ
ラ
ザ

研
究
セ
ン
タ
ー
三
階

平
成
二
十
三
年

八
月
一
日

総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て

さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

山
元
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
山
元
支
所

の
地
区
）

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
か

れ
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て

し
ゃ
こ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
又
は
籠
を
使
用

し
て
か
に
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
さ

け
又
は
ま
す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
す

け
と
う
だ
ら
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し

て
あ
か
が
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し

て
こ
だ
ま
が
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し

て
う
ば
が
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ど
う
を
使
用
し
て
あ

な
ご
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ど
う
又
は
籠
を
使
用

し
て
た
こ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，

上
欄
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

小
型
定
置
漁
業

総
ト
ン
数
10ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し
て

さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

山
元
町
区
域

（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
の
山
元
支
所

の
地
区
）

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
か

れ
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て

し
ゃ
こ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
又
は
籠
を
使
用

し
て
か
に
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
さ

け
又
は
ま
す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
刺
網
を
使
用
し
て
す

け
と
う
だ
ら
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し

て
あ
か
が
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し

て
こ
だ
ま
が
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し

て
う
ば
が
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ど
う
を
使
用
し
て
あ

な
ご
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
ど
う
又
は
籠
を
使
用

し
て
た
こ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

総
ト
ン
数
20ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
，

上
欄
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

小
型
定
置
漁
業

総
ト
ン
数
50ト

ン
以
上
100ト

ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
底
び
き

網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

石
巻
市
，
女
川
町
，
東
松
島
市
及
び
塩

釜
市
区
域

（
宮
城
県
沖
合
底
び
き
網
漁
業
協
同
組

合
の
地
区
）



改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭

和
四
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

三
年
八
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）
及
び
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

仙
台
市
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
地
域
第
十
号
中
「
梅
ノ
木
」
を
「
梅
ノ
木
（
一
〇
番
、
一
五
番
、
一
五
番
三
、
一
八
番

一
、
一
八
番
三
か
ら
一
八
番
一
一
ま
で
、
一
九
番
二
、
一
九
番
三
、
二
〇
番
、
二
一
番
一
、
二
一
番
二
、
二
二
番
、
二

三
番
一
か
ら
二
三
番
五
ま
で
、
二
三
番
七
、
二
三
番
八
、
二
四
番
、
二
五
番
一
、
二
五
番
二
、
二
六
番
か
ら
三
七
番
二

ま
で
、
四
一
番
二
、
六
〇
番
一
、
六
〇
番
三
、
六
〇
番
六
、
七
七
番
二
、
七
八
番
二
か
ら
八
一
番
二
ま
で
、
一
〇
一
番

か
ら
一
四
七
番
ま
で
、
一
四
九
番
か
ら
一
六
七
番
ま
で
）」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号

　

主
要
農
作
物
原
種
配
付
規
則
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
配
付
す

る
原
種
の
価
格
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
か
ん
養

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
八
月
五
日
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原　
　
　
　
　
　
　

種

麦
類　

小
麦

麦
類　

大
麦

原
種
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
価
格

 

二
百
一
円

 

二
百
十
一
円

地　

区　

名

第
２
旧
迫
川

事　

業　

の　

名　

称

基
幹
水
利
施
設
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業

工
事
完
了
年
月
日

平
成
二
十
三
年
五
月
六
日



二　

商
号
又
は
名
称
等

 

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

東
松
島
市
小
野
駅
前
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

東
松
島
市
根
古
字
鰹
前
五
十
四
番
地

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
に
就
任
し
た
者

　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　

阿　

部　

勝　

夫　
　

東
松
島
市
牛
網
字
南
大
浮
足
二
十
八
番
地

　
　

熱　

海　

純　

一　
　

東
松
島
市
牛
網
字
平
岡
三
十
一
番
地

　
　

石　

森　
　
　

莊　
　

東
松
島
市
牛
網
字
駅
前
一
丁
目
四
十
八
番
地
十
二

　
　

石　

森　

康　

夫　
　

東
松
島
市
牛
網
字
平
岡
七
番
地

　
　

菅　

野　

昭　

二　
　

東
松
島
市
小
野
字
町
百
二
十
四
番
地

　
　

千　

葉　

源　

悦　
　

東
松
島
市
牛
網
字
南
大
浮
足
四
十
八
番
地

　
　

千　

葉　
　
　

繁　
　

東
松
島
市
牛
網
字
西
中
浮
足
三
番
地
の
一

　
　

平　

岡　

初　

男　
　

東
松
島
市
牛
網
字
平
岡
二
十
六
番
地
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商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

東
部
電
話
工
事
株

式
会
社

佐
藤　

政
廣

有
限
会
社
千
葉
住

建千
葉　

三
郎

有
限
会
社
共
伸
興

建畠
山　

吉
春

株
式
会
社
環
境
産

業佐
藤　

貴
浩

株
式
会
社
協
立
ダ

ク
ト
工
業

内
藤　

清
吾

フ
ァ
ミ
リ
ー
建
設

有
限
会
社

佐
藤　

節
子

有
限
会
社
山
口
鉄

工
所
山
口　

戦
太
郎

株
式
会
社
ア
ド

ミ
ッ
ク
ス

曽
根　

み
よ
子

株
式
会
社
京
電
工

後
藤　

英
成

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目

元
町
十
二－

一

栗
原
市
高
清
水
新
田
四
十

四－
二

気
仙
沼
市
波
路
上
岩
井
崎

三
十
七

栗
原
市
志
波
姫
南
郷
外
沼

六
十
六

仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
字

二
本
木
百
二
十
七－

八

塩
竈
市
花
立
町
二－

七

気
仙
沼
市
川
口
町
二
丁
目

七
十
一－

二

仙
台
市
泉
区
七
北
田
字
大

沢
小
松
十
六－

七

仙
台
市
太
白
区
南
大
野
田

二－

六
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
マ

ン
シ
ョ
ン
上
久

建

設

業

許

可

番

号

般
・
特－

十
九

第
千
二
百
八
十

七
号

般－

十
九

第
八
千
二
百
三

十
二
号

特－

十
八

第
九
千
九
百
七

十
六
号

般－

十
八

第
一
万
四
百
六

十
号

般－

十
九

第
一
万
六
百
六

十
五
号

般－

十
八

第
一
万
八
百
七

十
号

般－

十
八

第
一
万
三
千
三

百
六
十
七
号

般－

十
八

第
一
万
四
千
百

九
十
六
号

般
・
特－

十
八

第
一
万
六
千
二

百
三
十
五
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類　
　
　

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

電
気
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
三
年

 

七
月
十
四
日

平
成
二
十
三
年

 

七
月
十
三
日

平
成
二
十
三
年

 

七
月
十
三
日

平
成
二
十
三
年

 

七
月
八
日

平
成
二
十
三
年

 

七
月
六
日

平
成
二
十
三
年

 

七
月
七
日

平
成
二
十
三
年

 

七
月
十
三
日

平
成
二
十
三
年

 

七
月
八
日

平
成
二
十
三
年

 

七
月
十
四
日

株
式
会
社
エ
ム
ブ

レ
ッ
ク
ス

三
原　

敏
成

仙
台
推
進
工
業
株

式
会
社

内
布　

浩
二

仙
台
市
泉
区
桂
二
丁
目
七

－

五
名
取
市
大
曲
字
古
舘
二
百

二
十
六－

一

般－

二
十
二

第
一
万
七
千
五

百
三
十
二
号

般－

二
十

第
一
万
八
千
三

百
十
九
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

平
成
二
十
三
年

 

七
月
一
日

平
成
二
十
三
年

 

七
月
七
日



 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

（5）　 平成23年８月12日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2281号　　 

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
北
川
原
山
二
百
三
十
八
番

四
十
七
、
二
百
三
十
八
番
五
十
、
二
百
三
十
八
番
五
十
一
、

二
百
三
十
八
番
五
十
二
及
び
二
百
三
十
八
番
五
十
五

　

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
三
丁
目
十
番
七
号
サ
ン
ラ
イ
ン

第
六
十
六
ビ
ル
四
階

 

株
式
会
社
創
造
的
生
物
工
学
研
究
所


